
船舶事故調査報告書 

令和８年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年４月２１日 ０６時１５分頃 

発生場所 滋賀県大津市瀬田
せ た

川瀬田大橋上流付近 

三
さん

大寺
だ い じ

四等三角点から真方位２３７°１,０５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°５８.２′ 東経１３５°５４.３′） 

事故の概要 漁船音奏
おとかな

丸は、北北東進中、また、手漕ぎボート（船名なし）は、

南進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年４月２１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 音奏丸、０.４トン 

   ＳＧ６－６３５４（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４２－８９５３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 手漕ぎボート （船名なし）、総トン数なし（全長約９.５ｍ） 

なし、龍谷大学漕艇部（Ｂ部） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

Ｂ 艇長Ｂ、操縦免許 なし 

  漕手Ｂ、操縦免許 なし 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に擦過痕及び船外機に擦過傷 

Ｂ 船首部に破損 

 気象・水象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

水象：川面 平穏 

 事故の経過 Ａ船（操舵区画を有する船外機船）は、船長Ａが１人で乗り組み、

ひき縄漁の目的で、滋賀県琵琶湖北部の漁場に向け、瀬田大橋下流の

瀬田川右岸の係留場所を出航した。 

船長Ａは、操舵区画中央の舵輪の前に立ち、‘ＧＰＳプロッター付

き魚群探知機’（以下「ＧＰＳ魚探」という。）を作動させ、手動操

舵で操船を開始した。 

船長Ａは、瀬田川を航行する際の制限速力である７ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）を超えないように、ＧＰＳ魚探の速力

表示に視線を向けながら約６～７kn の速力でＡ船を北北東進させた。 

船長Ａは、瀬田川右岸から瀬田川の中央付近に向けて最短距離とな

る直進する針路で航行しようと思い、瀬田大橋及び新幹線架橋の右岸

側の橋脚（以下「本件橋脚」という。）に寄ってＡ船を航行させてい

たので、本件橋脚により左舷船首方に死角が生じた状態で操船してい

た。 



船長Ａは、新幹線架橋の下を通過していたとき、ＧＰＳ魚探の速力

表示に視線を向けていたところ、危ないと叫ぶ声が聞こえ、前方を見

たところ、左舷船首方至近にＢ船を認めた。 

船長Ａは、主機を中立として右舵を取ったものの、Ａ船の左舷船尾

部とＢ船の船首部とが衝突した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

船長Ａは、両船の損傷状況及びＢ船の乗船者２人に負傷がないこと

を確認し、来援したＢ部の監視船にＢ船のえい
．．

航を依頼した後、２人

をＡ船に移乗させ、Ｂ船の出発場所に搬送した。 

Ａ船は、レーダーを装備していなかった。 

Ｂ船は、ダブルスカル（２人の漕手が合計４本のオールを使って漕

ぎ進む艇種）競技の競漕用ボートであり、艇長Ｂが船尾部に、漕手Ｂ

が船首部に、それぞれ船尾方を向いて着座し、練習の目的で、瀬田大

橋上流の瀬田川右岸の桟橋を出発した。 

Ｂ船は、漕手Ｂが後方を振り返りながら船首方の見張りを行い、約

５㎞/h（艇長Ｂの体感による速力）の速力で南進していた。 

漕手Ｂは、Ｂ船に向かって接近するＡ船を船首方の新幹線架橋下付

近に認め、艇長Ｂに報告した。 

艇長Ｂ及び漕手Ｂは、漕ぐのを止
や

め、Ｂ船を惰性で航行させなが

ら、Ａ船に向かって掛け声による注意喚起を行い、Ａ船の動静を見て

いた。 
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艇長Ｂは、Ａ船が直進して更に接近し、船長ＡがＢ船に気付いてい

ないように見えたので、衝突の危険を感じ、再度掛け声による注意喚

起を行うとともに、右舷方に避航する十分な水域がなかったので、Ａ

船の船首方を通過して衝突を避けようと思い、Ｂ船を左転させたもの

の、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

Ｂ船の出発場所にいたＢ部部員は、本事故を目撃し、瀬田大橋下流

で監視船上から練習の指導を行っていたＢ部監督に携帯電話で本事故

の発生を報告した。 

Ｂ船は、来援した監視船にえい
．．

航されて出発場所に戻った。 

Ｂ部監督は、本事故の発生を警察に通報した。 

滋賀県琵琶湖等水上安全条例（昭和３０年１２月２３日滋賀県条例

第５５号）には、本事故発生場所付近における航法として、動力船が

動力船以外の船舶の進路を避けなければならない旨規定されている。 

分析 Ａ船は、北北東進中、船長Ａが、瀬田川を航行する際の制限速力で

ある７kn の速力を超えないようにＧＰＳ魚探の速力表示に視線を向

け、適切な見張りを行っていなかったことから、左舷船首方から接近

するＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、瀬田川右岸から瀬田川の中央付近に向けて最短距離とな

る直進する針路で航行しようと思い、本件橋脚に寄って操船していた

ことから、左舷船首方に本件橋脚による死角が生じ、左舷船首方から

接近するＢ船に気付くのが遅れたものと考えられる。 

Ｂ船は、南進中、艇長Ｂ及び漕手Ｂが船首方に接近するＡ船を視認

し、Ａ船に対し注意喚起を行うとともに減速し、衝突を避ける措置を

採ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が本件橋脚に寄って北北東進中、Ｂ船が南進中、船

長Ａが、適切な見張りを行っていなかったため、左舷船首方から接近

するＢ船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる 

・船長は、航行中、特定の方向にのみ意識を向けることなく、常

時、適切な見張りを行うこと。 

・船長は、河川の橋脚付近を航行する場合、橋脚と橋脚の中央部を

橋の横断方向にほぼ直角な針路とし、船首方に死角が生じないよ

うに操船すること。 


